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１．王寺駅周辺地区（駅北エリア）まちづくり基本計画策定の背景・目的 

（１）基本計画策定の背景・目的 

王寺町と奈良県がまちづくりに係る取組に関して、平成 28年 8月に包括的な連携と協力に関する協定を締

結しました。その後、王寺駅周辺地区におけるまちづくりのコンセプトや将来像、基本となる取組の方向性

を記載した「王寺駅周辺地区まちづくり基本構想」を策定し、平成 30年 5月に県との基本協定を締結しまし

た。 

それらの経緯を踏まえ、本計画では「王寺駅周辺地区まちづくり基本構想」のうち、王寺駅北エリアにお

ける基本構想の実現に向けて取り組む事業について、事業名、事業内容、事業主体、事業スケジュール等を

明確にし、体系的に整理することで、複数事業の事業間調整を図るとともに、幅広い関係者が相互に連携し

ながら、効率的、計画的に事業を展開できるようにすることを目的とします。 

 

（２）本計画の位置づけ 

本計画では、基本構想のうち、駅北エリアを対象とした事業を定めています。今後、駅南エリアについて

も事業を定め、奈良県との基本協定に基づく「王寺駅周辺地区まちづくり基本計画」を策定し、事業を実施

していきます。なお、本計画の事業については、今後の社会情勢や住民ニーズ等の変化に応じて、適宜見直

すものとします。 

 

【本計画の位置づけ】 

 

  

 

（３）対象区域の設定 

本計画では、王寺駅北側の久度１～３丁目のうち、近鉄生駒線・田原本線以北を対象区域とします。 

 

【対象区域】 

 

 

（４）本計画の策定の進め方 

本計画を策定するため、「王寺駅北地区まちづくりワークショップ」や、有識者等からの意見を聴取する

「王寺駅周辺再整備推進会議」、地区の代表者と意見交換する「久度地区分科会」を開催しました。 

 

【本計画策定のための組織体制】 

  

  

王寺町総合計画（平成31年3月）

まちの将来像

人とまちがきらめく和（やわらぎ）のふるさと 王寺
～豊かな自然のなか みんなでつくる 心がつながるまち～

王寺町都市計画マスタープラン（平成30年3月）

王寺駅周辺の位置づけ

にぎわいと活気に満ちた中心拠点

王寺町立地適正化計画（平成30年3月）

王寺町総合戦略（令和2年2月）

基本目標

住民に開かれ自立するまちづくり
快適で暮らしやすいまちづくり
安全で安心に暮らせるまちづくり
健やかに暮らせるまちづくり

人を育みみんなが学べるまちづくり
活力とにぎわいのあるまちづくり

奈良県と王寺町とのまちづくりに
関する包括協定締結
（平成28年8月）

王寺駅周辺地区まちづくり
基本構想策定・基本協定締結

（平成30年5月）

王寺駅周辺地区（駅北エリア）

まちづくり基本計画

王寺駅南エリア
まちづくり検討

奈良県との基本協定における
王寺駅周辺地区まちづくり基本計画

王寺駅北地区

まちづくり

ワークショップ

（地域住民）

（2019年 開催）

王 寺 町

王寺駅周辺再整備

推進会議

有識者、自治連合会、交通事業者、
商工会、国、県、町

久度地区分科会

東御幸自治会、御幸自治会、在原自治会、

玉井自治会、小松自治会、古寺自治会

有識者等による、
基本計画策定の
方向性に対する
意見聴取の場

地区の代表者による、
基本計画策定の
方向性の確認、
意見交換の場

久度３丁目 久度２丁目 久度１丁目 

近鉄生駒線 

近鉄王寺駅 近鉄新王寺駅 

JR王寺駅 

大和路線 

和歌山線 大和路線 
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（５）王寺駅周辺地区まちづくり基本構想（平成 30年 5月）の概要 

 

 

 

 

 

 

  

 王寺町（全域）の現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅北エリアの現状・課題 

○人口 

・人口は増加傾向であるが、高齢化の進展により労働人口は減

少している。 

・昼間人口率は 85%と奈良県全体（90%）より低い。 

○土地利用 

・町域の 6 割は市街化区域に指定されており、空き家は増加

傾向にある。 

・王寺町北部は、広域にわたり浸水想定区域に指定されてい

る。 

○生活利便 

・公共施設の老朽化が進行しており、更新時期を迎えている。 

・町内に産科がなく、休日・夜間診療の医療体制が十分でない。 

○交通 

・王寺駅はＪＲ、近鉄の複数路線が乗り入れる結節点であ

り、奈良県内で第 3位の乗降客数である。 

・王寺駅を起点とするバスが多く、周辺市町とのネットワー

クを形成している。 

○観光 

・奈良県の観光客は増加傾向にあるが、県西部の観光客数の変動

は横ばい。 

・町内に宿泊施設が少なく、回遊性や滞留性が低い。 

・町内や近隣市町の観光資源を十分に活用できていない。 

西和地域の中核となる 

拠点機能の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア別コンセプト 

人口減少、高齢化社会

が進展する中、王寺駅

の公共交通機関の結節

性の高さを活かし、

「安全・安心」「暮ら

し・活力」「利便性」

「観光交流」をテーマ

として、駅周辺の拠点

機能を強化し、活力あ

ふれる西和地域の拠点

都市を目指す。 

安全・安心な地域づくり 

・長期にわたって、安心して生活ができるよう、安全な住環境の提供が必要 

・高齢化社会に対応し、いざという時に利用しやすい医療機能が必要 

暮らし・活力を牽引するまちの拠点づくり 

・公共交通の利便性を活かし、西和地域の人々がまちに出てきたくなる取り組みが必要 

・にぎわいがまちなかに滲み出す工夫が必要 

西和地域の利便性を高める交通ネットワークづくり 

・交通結節点として多様な利用者に配慮した利用しやすさが必要 

・慢性的に渋滞する主要幹線道の対策が必要 

観光交流人口の増加を図る地域資源の魅力づくり 

・王寺町内の地域資源に磨きをかけるとともに、広域の観光を可能とする取り組みが必要 

・まちのシンボルロードとして、魅力ある道路環境の形成が必要 

○安全・安心 

・消防活動困難区域が存在している。また、低層住宅の建

替えが進まず、老朽化が進行している。 

・高齢化の進行に伴い、避難行動要支援者の増加が懸念さ

れ、災害への備えが必要であるが、災害時の避難場所と

なる公園等が少ない。 

○暮らし・活力 

・王寺駅の利用者は多いが、駅北エリアへ誘導する魅力が

十分ではない。 

・空き家・空き店舗が多く、にぎわいの創出に向けて活用

を推進する必要がある。 

○交通利便性 

・国道 25号の慢性的な交通渋滞の解消が必要である。 

・広域観光の拠点として、駅周辺の適切な案内誘導の強化

が必要である。 

○地域資源 

・地域資源の魅力化が必要である 

○駅北エリア 

防災機能を強化し、魅

力の向上を目指す。 

○駅南エリア 

民間活力を活かした拠

点機能の集約・向上を

目指す。 

課題・現状 まちづくりコンセプト まちづくりの方針 

王寺駅周辺地区まちづくり基本構想の概要を以下に整理します。王寺駅周辺地区のまちづくりのコンセプトを、「西和地域の中核となる拠点機能の強化」とし、駅北エリアについては、「防災機能を強化し、魅力の向上を目

指す」としています。 

駅北エリア関連 
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２．王寺駅北エリアのまちづくりについて 

（１）取組の内容 

  

 

 

 

 

水災害リスク軽減に向けた対策検討 

・地域における水災害リスクの評価を行い、水災害リス

クを軽減する対策について検討します。 

道路整備や土地利用の 

誘導による防災機能の強化 

補助幹線道路（東御幸 1号線、久度 2号線、久度 6号

線）の整備 

・歩行者の安全確保、消防活動困難区域の解消を図るた

め、歩道整備・道路拡幅を行います。 

狭隘道路の解消に向けた地区計画策定 

・狭隘道路の解消に向け、沿道建築物の建替えと区画道

路や狭隘道路の拡幅整備を一体的に進めるための規

制・誘導を行います。 

中央公民館跡地等の活用 

によるにぎわいの創出 

 

中央公民館跡地の整備 

・消防活動困難区域が存在することから、防災広場とし

ての機能を確保します。また、地域住民や来訪者の交

流等の拠点として、中央公民館跡地を整備します。 

中央公民館前道路（小松 2号線、御幸 6号線）の整備 

・歩行者の安全確保、消防活動困難区域の解消を図ると

ともに地域のシンボル軸として歩きたくなるまちなか

の形成に向け、歩車共存道路として整備します。 

事業所等の誘致に向けた地区計画策定 

・歩きたくなるまちなかの形成を実現するため、事業所

等の誘致に向けた規制・誘導を行います。 

基本構想のまちづくりの方針を踏まえ、取組の方向性を「道路整備や土地利用の誘導による防災機能の強化」、「中央公民館跡地等の活用によるにぎわいの創出」、「官民連携によるまちづくりの促進」の３つとし、そ

れぞれに取組内容について整理しました。 

防災機能を強化し、 

魅力の向上を目指す 

安全・安心な地域づく

り 

暮らし・活力を牽引す

るまちの拠点づくり 

コンセプト（駅北エリア） 

（基本構想） 

まちづくりの方針（駅北エリア） 

（基本構想） 取組の方向性 取組の内容 

コンセプト（全体） 

（基本構想） 

西和地域の 

中核となる 

拠点機能の強化 

の実現 

官民連携による 

まちづくりの促進 

大和川河川空間の利活用 

・大和川河川空間の利活用促進に向け、かわまちづくり

に取り組みます。 

居心地が良く歩きたくなるまちなかの形成 

（ウォーカブル推進） 

・道路整備と併せて、歩行者が安心して歩ける・歩いて

楽しい・ゆっくり滞在できる歩行者空間の形成に取り

組みます。 

花緒街の活性化支援 

・空き店舗活用や駐車場などの低未利用地の利活用促進

など花緒街の活性化に向けた支援に取り組みます。 
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（２）基本計画で定めるエリア等 

 以下に、基本計画で定めるエリア及び対象となる施設等を示します。 

大和川 

久度２号線 

久

度

６

号

線 

東

御

幸

１

号

線 

御

幸

６

号

線 

中央公民館 

跡地 

王寺停車場線（県道 156号） 

王
寺
駅 

花緒街 

小松 

２号線 

大和川ふれあい広場 

久

度

３

号

線 

久度８号線 
久

度

７

号

線 

在

原

１

号

線 

小松 

４号線 

凡例 

狭隘道路（4m未満） 

防災機能の強化、にぎわいの創出に

向け拡幅したい道路（幹線道路） 

防災機能の強化・歩行者の安全性の向上

に向け拡幅したい道路（補助幹線道路） 

防災機能のさらなる強化に向け 

拡幅したい道路（区画道路） 

近鉄王寺駅 
JR 

近鉄新王寺駅 
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３．まちづくりを進めていく上で必要な事業内容・実施主体など 

以下の事業スケジュールは、5年以内に完了または着手する具体的な取組に加え、それ以後の将来的な取組も含めて示したものです。 

 

（１）道路整備や土地利用の誘導による防災機能の強化 

 事業名 事業内容 事業主体 R4 R5 R6 R7 R8 R9～R13 R14以降 事業手法候補 

中央公民館前

道路の整備 
ハ
ー
ド 

中央公民館前道路（小松

2 号線、御幸 6 号線）改

良事業 

 

 

 

 

・歩行者の安全確保や消防活動困難区域の解

消に向け、道路拡幅や歩道整備を行う。 

・地域のシンボル軸として、居心地が良く歩

きたくなるまちなかの形成に資する道路と

する。 

王寺町        都市構造再編集中支援

事業（※2） 

補助幹線道路

の整備 

補助幹線道路（東御幸 1

号線、久度 2 号線、久度

6号線）改良事業 

 

 

 

 

・歩行者の安全確保や消防活動困難区域の解

消に向け、道路拡幅や歩道整備を行う。 

王寺町        都市構造再編集中支援

事業（※2） 

狭隘道路の解

消に向けた地

区計画策定 

ソ
フ
ト 

  王寺駅北エリア建替え促

進事業 

 

 

 

 

・狭隘道路の解消や無秩序な開発の抑制に向

け、街並み誘導型地区計画を策定し、沿道

建築物の建替えと区画道路や狭隘道路の拡

幅整備を一体的に進める。 

 

王寺町        街なみ環境整備事業

（※3） 

水災害（※1）

リスク軽減に

向けた対策検

討 

王寺駅北エリア水災害リ

スク軽減事業 

 

 

 

・地域における水災害リスクの評価を行い、

建築物の浸水対策や浸水時緊急避難施設

（避難ビル等）の指定など、水災害リスク

軽減に向けた対策を検討する。 

・地域コミュニティの防災力を向上させるた

め、各自治会の自主防災会の立ち上げ等を

推進する。また、住民の避難行動の一助と

なるマイタイムラインの作成を促進する。 

 

王寺町         

地域住民         

 
※1 水 災 害 ： 水災害は、被害が出る前に、避難所であるリーベル王寺東館へ避難することを想定 

※2 都市構造再編集中支援事業 ： 「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し、国の集中的な支援により持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目

的とする国の支援事業。 

※3 街 な み 環 境 整 備 事 業 ： 住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して、住宅、地区施設等の整備改善を行うことにより、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成を支援する国の事業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用地交渉・工事 

用地交渉・工事 

概略設計 

地域住民等 

との合意形成 

都市

計画 

決定 

詳細設計 

概略設計 

地域住民等 

との合意形成 

都市

計画 

決定 

詳細設計 

地区計画の立案 

地域住民等との合意形成 

地元意見 

聴取 
都市計画決定 住宅の建替え・共同化等を促進 

分析・評価・方針決定 水災害リスク軽減に向けた取組の実施 

自主防災会の立ち上げ・マイタイムライン作成・地区防災計画の作成等 
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（２）中央公民館跡地の活用等によるにぎわいの創出 

 事業名 事業内容 事業主体 R4 R5 R6 R7 R8 R9～R13  R14以降 事業手法候補 

中央公民館

跡地の整備 
ハ
ー
ド 

中央公民館跡地整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

・中央公民館前道路（小松 2 号線、御幸 6

号線）を拡幅するまでは、地震や火災

などの突発的な災害発生時の防災活動

拠点として活用できるよう防災広場と

して整備する。また、地域コミュニテ

ィの活性化に向け、イベントや社会実

験の場として利用する。 

・中央公民館前道路（小松 2 号線、御幸 6

号線）の拡幅後は、防災活動拠点とし

ての機能を保ちつつ、地域住民や来訪

者の交流等の拠点を整備する。整備に

あたっては民間活力の導入検討を行

う。 

暫

定

整

備 

王寺町 

 

 

 

 

       都市構造再編集中支援

事業（※2） 

本

整

備 

王寺町 

 

 

 

 

       都市構造再編集中支援

事業（※2） 

民間事業者     

 

    

事業所等の

誘致に向け

た地区計画

策定 

ソ
フ
ト 

中央公民館前道路（御幸 6

号線）及び王寺停車場線

（県道 156 号）沿道商業施

設誘導事業 

・中央公民館前道路（御幸 6 号線）及び王寺停

車場線（県道 156 号）への商業施設等の誘致

に向け、低層階を商業等に制限をかけた地区

計画を策定する。 

王寺町 

 

 

 

 

        

花緒街の活

性化検討 

花緒街活性化検討事業 

 

 

 

・空き店舗活用や駐車場などの低未利用地の利

用促進など花緒街の活性化に向けた支援を行

う。 

・エリアマネジメント組織の立ち上げを支援

し、エリアマネジメント活動を推進する。 

王寺町 

 

 

       都市構造再編集中支援

事業（※2） 

官民連携まちなか再生

推進事業（※4） 

民間事業者・

地域住民等 

 

       

 

※2 都市構造再編集中支援事業 ： 「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し、国の集中的な支援により持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目

的とする国の支援事業。 

※4 官民連携まちなか再生推進事業 ： 官民の様々な人材が集積するエリアプラットフォームの構築やエリアの将来像を明確にした未来ビジョンの策定、ビジョンを実現するための自立・自走型システムの構築に向けた取組を総合的に支援し、多様な人材の集積や投資を惹きつける

都市の魅力・国際競争力の強化を図ることを目的とする国の支援事業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暫定整備 

計画検討 
撤去・工事 

工事 

整備計画・基本設計 

・民間活力導入の検討 

実施設計 

事業者 

誘致 

暫定活用 

地区計画の立案 

地域住民等との合意形成 

都市計画決定 商業施設等の誘致 
地元意見 

聴取 

花緒街の活性化検討・エリアマネジメント組織立ち上げ支援 事業計画の作成支援 

花緒街の活性化検討・エリアマネジメント 事業計画の作成 事業実施 
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（３）官民連携によるまちづくりの促進 

 事業名 事業内容 事業主体 R4 R5 R6 R7 R8 R9～R13 R14以降 事業手法候補 

居心地が良

く歩きたく

なるまちな

か の 形 成

（ウォーカ

ブル推進） 

ソ
フ
ト 

居心地が良く歩きたくなる

まちなか形成事業 

 

 

・歩行者が安心して歩ける・歩いて楽しい・ゆ

っくり滞在できる歩行者空間の形成に向け、

道路管理者・交通管理者との調整を進める。 

王寺町 

 

 

       まちなかウォーカブル推

進事業(※5) 

 

 

町＋民間 

 

 

 

        

大和川河川

空間の利活

用 

ソ
フ
ト 

大和川かわまちづくり推進

事業 

 

 

 

・大和川河川空間の利活用促進に向け、河川管

理者との調整を進めるとともに、かわまちづ

くり計画の立案に向けた検討を行う。 

 

王寺町 

 

 

 

       かわまちづくり支援制度

（※6） 

町＋民間 

 

 

 

        

 

※5 まちなかウォーカブル推進事業 ： 都市再生整備計画等において、車中心から人中心の空間に転換するまちなかの歩ける範囲の区域における、街路・公園・広場等の既存ストックの修復・利活用を重点的・一体的に支援する国の事業 

※6 か わ ま ち づ く り 支 援 制 度 ： 河川が有する地域の魅力という「資源」や地域の創意としての「知恵」を活かし、地方公共団体や地元住民との連携の下で立案された、実現性の高い河川や水辺の整備・利活用計画による、良好なまちと水辺が融合した空間形成の円滑な推進

を図る国の支援制度。 

 

 

  

イベントの企画・実施支援 河川管理者との調整 

イベント等の企画立案・実施 

検討・調査 

社会実験 

検討・調査 道路管理者・交通管理者との調整 イベントの企画・実施支援 

社会実験 イベント等の企画立案・実施 
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４．基本計画図  

王寺駅周辺地区のまちづくり基本計画図は、以下に示すとおりです。なお、王寺駅北エリア建替え促進事業については、将来的に本計画の対象区域まで事業を拡大し、区域全体の狭隘道路解消を図っていきます。 

 

 

 

  

居心地が良く歩きたくなるまちなか形成事業 

（ウォーカブル推進） 

【まちづくり】 

王寺駅北エリア水災害 

リスク軽減事業 

（区域全域） 

補助幹線道路（東御幸 1号線、久度 2号線、 

久度 6号線）改良事業【道路改良】 

花緒街活性化検討事業 

【まちづくり】 

中央公民館前道路及び王寺停車場線 

沿道商業施設誘導事業 

【地区計画立案】 

王寺駅北エリア 

建替え促進事業 

【地区計画立案】 

凡  例 

中央公民館前道路（小松 2 号線、御幸 6 号線）改良事業【重点事業】 

中央公民館跡地整備事業【重点事業】 

●拠点整備 

補助幹線道路（東御幸 1 号線、久度 2 号線、久度 6 号線）改良事業 

王寺駅北エリア建替え促進事業 

●地区計画等立案 

中央公民館前道路及び王寺停車場線沿道商業施設誘導事業 

居心地が良く歩きたくなるまちなか形成事業 

（ウォーカブル推進） 

●まちづくり 

大和川かわまちづくり推進事業 

建替えによる道路拡幅（道路幅員 6ｍ以上を目指す道路） 

●道路整備 

建替えによる道路拡幅（道路幅員 4ｍ以上を目指す道路） 

花緒街活性化検討事業 

将来的に地区計画の範囲に含めたい地区 

 

中央公民館跡地整備事業 

【拠点整備】 

中央公民館前道路 

（小松 2号線、御幸 6号線） 

改良事業【道路改良】 

大和川かわまちづくり推進事業 

【まちづくり】 
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５．事業相関図 

王寺駅周辺地区まちづくりの方針の実現に向けて、エリア毎に整理した事業についてスケジュールやタイミングを明確にするとともに、各事業がどのような役割を果たしているかを意識し、地域住民、民間事業者、行政

が協働して戦略的に取り組みます。事業初期は行政が中心となった施設整備等を実施することで、まちづくりの契機とするとともに、民間事業者との調整を図りながら、効果的な事業推進を図ります。 

  

防災機能 

の強化 

まちづくりの促進 

重
点
事
業 

Ｒ４～Ｒ８ Ｒ９～ 

にぎわいの創出 

分析・評価・方針決定 取組の実施 

【賑わいづくり】 

地域住民等との合意形成→地区計画策定 
商業施設の誘致 

中央公民館跡地整備 

（暫定整備） 

解体・ 

広場整備 
暫定活用 

花緒街の活性化検討・エリアマネジメント推進 事業計画策定 事業の実施 

【建て替え促進】 

地域住民等との合意形成→地区計画策定 

 

建替え促進・道路整備 

都市計画決定 
中央公民館前道路 
改良事業（道路整備） 

用地交渉・工事・供用 

 
公共空間を活用した 

官民連携まちづくり 

居心地が良く歩きたくなるまちなかの形成（ウォーカブル推進） 

大和川河川空間の利活用（かわまちづくり） 

用地交渉・工事・供用 都市計画決定 
補助幹線道路 

改良事業（道路整備） 

王寺駅北エリア水災害リスク

軽減事業 

王寺駅北エリア建替え促進

事業（地区計画） 

商業施設誘導事業 

（地区計画） 

花緒街活性化 

検討事業 

中央公民館跡地整備 

（本整備） 

民間活力の 

導入検討 
工事 供用開始 

整備計画・基本設計 

の検討 

事 業 一 覧 

設計 

設計 
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６．本計画策定にあたっての取組み 

本計画の策定にあたり、取組んだ内容等を以下にまとめます。 

 

会議等 回数 開催時期 主な議題・内容 

推進会議 第１回 令和２年１１月 王寺駅周辺の現状と課題 

推進会議 第２回 令和３年１月 駅北エリアのまちづくりの方向性 

分科会 第１回 令和３年３月 駅北エリアのまちづくりの方向性 

推進会議 第３回 令和３年３月 駅北エリアに必要な導入機能・施設 

推進会議 第４回 令和３年７月 土地利用構想・道路ネットワーク・中央公民館跡地活用等 

分科会 第２回 令和３年９月 道路整備・中央公民館跡地活用・河川空間の利活用等 

推進会議 第５回 令和３年９月 道路整備手法・規制・誘導方策・整備スケジュール等 

推進会議 第６回 令和３年１２月 王寺駅周辺地区（駅北エリア）まちづくり基本計画（素案） 

分科会 第３回 令和３年１２月 王寺駅周辺地区（駅北エリア）まちづくり基本計画（素案） 

議会報告 ― 令和４年３月 王寺駅周辺地区（駅北エリア）まちづくり基本計画（素案）を報告 

パブリックコメント ― 令和４年３月～４月 王寺駅周辺地区（駅北エリア）まちづくり基本計画（素案）について意見募集 

推進会議 第７回 令和４年５月 パブリックコメント実施報告・計画案の最終確認 
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７．王寺駅周辺再整備推進会議 名簿 

王寺駅周辺再整備推進会議のメンバーについては、以下のとおりです。 

区分については「王寺駅周辺再整備推進会議開催要綱」第３条より引用しています。 

 

区分 氏名 所属・役職 任期 

学識経験を有する者 

土井 勉 一般社団法人グローカル交流推進機構・理事長 令和２年１１月２５日～ 

中山 徹 奈良女子大学 生活環境学部住環境学科・教授 令和２年１１月２５日～ 

地元組織代表 井村 知次 王寺町自治連合会・会長 令和２年１１月２５日～ 

交通事業者代表 

宮本 芳明 

西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部大阪支社・副支社長 

令和２年１１月２５日～令和３年３月３１日 

早川 泰正 令和３年４月１日～ 

笹川 耕司 近畿日本鉄道株式会社 鉄道本部大阪統括部・施設部長  令和２年１１月２５日～ 

商工関係者 福井 伊佐男 王寺町商工会・会長 令和２年１１月２５日～ 

関係行政機関 

国土交通省 

崎谷 唯比古 

近畿地方整備局 建政部都市整備課・課長 

令和２年１１月２５日～令和３年３月３１日 

大塚 賢太 令和３年４月１日～ 

青山 淳 

近畿地方整備局 奈良国道事務所・副所長 

令和２年１１月２５日～令和３年３月３１日 

宮井 達也 令和３年４月１日～ 

奈良県 大須賀 芳雄 県土マネジメント部 地域デザイン推進局・次長 令和２年１１月２５日～令和３年３月３１日 

王寺町 

平岡 秀隆 副町長 令和２年１１月２５日～ 

上田 喜史 技術顧問 令和２年１１月２５日～ 
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令和４年６月１３日策定 

王寺町 地域整備部 まちづくり推進課 


